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「地区まちづくり」 
法第１２条の４第１項に規定する地区計画等を定めることを主たる目的とした計画又は実践

活動で、身近な地区の特性をいかしたまちづくりに関し、地区住民（地区まちづくりを行お

うとする一定の区域内に住所を有する者、事業を営む者、土地又は建築物を所有する者その

他規則で定める利害関係を有する者をいう。）が主体となって行うもの。 

地区住民の発意 

地区まちづくり準備会の発足［市へ登録］ 

学習・組織づくり 

地区まちづくり協議会の設立［市長の認定］ 

計画づくり 

 
［支援①］ 
・まちづくりの情報提供 
・まちづくりに関する各

種相談 

 
［支援②］ 
・まちづくりの情報提供 
・まちづくりに関する具

体的相談 
・専門家派遣、アドバイ  

ス 

必要に応じて 

意見 

地区まちづくり計画の申請 (市長へ) 

説明会の開催等 
による周知 

地区まちづくり計画の認定 

市民への周知・情報公開  

都
市
計
画
審
議
会 

まちづくり基本計画への 
反映 

 

地区まちづくり計画策定の流れ［フロー図①］ 

地区計画原案を作成し、 
市長に申し出（提案）できる 

→ [フロー図③] 

都市計画審議会 

開発事業の協議･調整手続

の協議対象にまちづくり

協議会を加える 

区域内の土

地所有者等

の２/３ 

以上の同意 

市長に都市計画の

提案ができる 
 

→[フロー図②] 

 

 
［支援③］ 
・地区計画等原案作成に

関する支援 反映 

地区まちづくり計画の策定 

住民主体によるまちづくり

計画の実現活動を支援する 
 

意見書 

見解書 

地区住民のおおむね

３分の２以上の同意 

第３章 市民主体のまちづくり  第１節 地区まちづくり（第９条～第１３条） 


